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１ 総合評価方式とは 

総合評価方式とは、価格だけで評価していた従来の入札方式とは異なり、入

札における落札者の決定において、価格その他の条件が地方公共団体にとって

最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする入札方式である。 

価格に加えて事業者の技術力や施工能力を評価し落札者を決定することによ

り、価格と品質が総合的に優れた事業者が選定され、事業者の技術力向上に対

する意欲を高め、技術力と経営に優れた健全な事業者の育成が期待できる。 

 

２ 総合評価方式の導入目的 

公共工事に関しては、従来、価格のみによる競争が中心であったが、厳しい

財政事情の下、公共投資の減少やその受注をめぐる価格面での競争激化に伴う

ダンピング受注等により、工事中の事故や手抜き工事の発生、下請業者や労働

者へのしわ寄せ等による公共工事の品質低下に関する懸念が生じるなどした。

このような状況下において、平成１７年４月には「公共工事の品質確保の促進

に関する法律」が制定・施行され、公共工事の品質は、「経済性に配慮しつつ

価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約

がなされることにより、確保されなければならない。」と規定された。これを

受け、国をはじめ各地方公共団体において総合評価方式の導入が始まり、現在

においても価格のみに拠らない落札者決定の取り組みが広がりを見せている。 

こうした背景の中で、東大和市においても、高い技術的能力を有し、地域の

発展に積極的な事業者が成長できる環境を作り、一層の品質の確保を図ること

を目的として、価格及び施工能力等を総合的に評価して落札者を決定する総合

評価方式を、工事の一般競争入札において試行的に導入するものである。 

 

３ 総合評価方式の方法 

総合評価方式の方法は、施工計画の評価を要件とせず、同種工事の施工実績

や工事成績などの定量化された評価項目と入札価格との総合的な評価を行う

「特別簡易型」により実施する。 

また、総合評価方式による入札の実施方法は、原則として制限付き一般競争

入札によるものとする。 
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４ 対象工事 

総合評価方式の対象工事は、次のとおりとする。 

（１）予定価格が９,000万円以上の工事で、市が指定したもの 

（２）(１)のほか、総合評価方式によることが適当であると認められる工事 

 

５ 落札者の決定方法 

（１）入札価格が、予定価格の範囲内であるもののうち、評価値の最も高い

ものを落札者とする。 

（２）評価値の最も高いものが２者以上あるときは、当該入札者にくじを引

かせて落札者を決定する。 

 

６  評価値の算定方法  

（１）落札者を決定する評価値は、価格評価点と技術評価点を合計した値と

する。 

（２）価格評価点の算定は、次のとおりとし、小数点以下第３位を四捨五入

する。なお、この予定価格は消費税及び地方消費税を除く。 

ア 入札価格が、価格評価基準額以上となる場合 

価格評価点＝１００×（１－入札価格／予定価格） 

イ 入札価格が、価格評価基準額未満となる場合 

価格評価点＝価格評価基準額の価格点－（１００×（１－入札価格／

予定価格）－価格評価基準額の価格点）－０．５ 

ウ 価格評価基準額の算定は東大和市契約事務規則第２９条及び東大和

市工事請負契約における最低制限価格設定基準に規定する最低制限価

格の算定方法に準ずる。 

 

７ 技術評価項目及び評価点 

（１）技術評価項目及び評価点 

技術評価項目及び評価点の例は、別表１のとおりとする。 

（２）技術評価項目の詳細 

技術評価項目の詳細の例は、別紙のとおりとする。 
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８ 学識経験者への意見聴取 

（１）中立かつ公正な評価を行うため、次の場合に２人以上の学識経験者の

意見を聴取するものとする。 

ア 地方自治法施行令第１６７条の１０の２第３項に定める落札者決定基

準を定めようとするとき 

イ 落札者を決定しようとするとき。ただし、アの基準策定時に、落札者

決定の際に改めて意見聴取が必要とされた場合に限る。 

（２）意見聴取の方法は、ファックス又はメール等の書面によることができ

る。 

 

９ 入札の公告及び評価結果の公表 

（１）入札手続きの透明性、公正性を確保するため、技術評価に関する基準

及び落札者の決定方法等について、あらかじめ入札の公告及び指名時に

明らかにする。 

（２）落札者を決定したときは、速やかに次の事項を公表する。 

ア 入札参加者の名称、入札価格、価格評価点、技術評価点、評価値 

イ 落札者の名称 

（３）価格評価基準額については、事後においても非開示とする。 

 

１０ 技術評価資料の提出 

評価項目の確認を行うために提出する資料は、別表２のとおりとする。 

 

１１ 総合評価方式手続きの流れ 

総合評価方式手続きの流れは、別添図のとおりとする。 

 

１２ その他 

（１）配置予定技術者の変更 

配置予定技術者は、原則として工事の完了まで変更することができな

い。ただし、配置予定技術者の事故、疾病等による場合で、市がやむを得

ないと認めたときはこの限りではない。 

なお、この場合、変更後の配置予定技術者の評価点は、変更前の保有す

る評価点以上でなくてはならない。 
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（２）申請内容の不正行為等 

虚偽の申請その他悪質な行為があった場合、東大和市競争入札参加有資

格者指名停止措置要綱に基づく措置を講ずるほか、当該事業者の入札を無

効又は契約の解除ができるものとする。 

 



別表１　　評価項目の標準設定例

評価内容 評価基準 評価点

同種かつ同規模以上の工事実績あり 2

同種かつ１／２以上の工事実績あり 1

同種の工事実績なし 0

80点以上 4
75点以上80点未満 3.5
70点以上75点未満 3
65点以上70点未満 2.5
60点以上65点未満 2
55点以上60点未満 1
50点以上55点未満 0
50点未満 -1
実績なし 0

あり 1

なし 0

同種かつ同規模以上の工事実績あり 2

同種かつ１／２以上の工事実績あり 1

同種かつ１／２以上の工事実績なし 0

１級技術者 2

２級技術者 1

その他の技術者 0

本店 2

支店・営業所等 1

なし 0

締結している 1

締結していない 0

加入（導入）している 1

加入（導入）していない 0

加入している 1

加入していない 0

雇用あり 1

雇用なし 0

雇用あり 1

雇用なし 0

制度あり 1

制度なし 0

加入あり 0

加入なし -1

取得あり 1

取得なし 0

－２～２０点合計

社会保険等 社会保険等の加入の有無

評価項目

企

業

の

施

工

能

力

企

業

の

技

術

力

企業の所在地 市内に本店・支店・営業所等の所在の有無

工事成績

同種工事の工事成績評定点
（市が過去5年以内で発注した同種工事のうち、契約金額が本案
件の予定価格に対して10分の1以上である契約の直近３件の工事
成績表定点の平均点）

優良表彰

優良工事表彰実績（国・都道府県に限る）
（過去5年以内に、受注した同種工事において、優良表彰を受けた
工事のうち、契約金額が本案件の予定価格に対して2分の1以上で
ある契約があること。)

同種工事の施工実績

同種工事の官公庁施工実績
（過去5年間、市内業者は7年間）

配置予定技術者が主任（監理）技術者として施工した同種工事の
官公庁施工実績（市外業者は過去5年間、市内業者は過去7年間)

同種工事の経験

配

置

技

術

者

の

技

術

力 保有資格 配置予定技術者の保有する資格

障害者の雇用の促進等に関する法律で障害者の雇用を義務付け
られた事業者は、法定雇用の有無
義務付けられていない事業者は障害者の雇用の有無

災害協定の有無 災害時における応急対策業務に関する協定等の締結の有無

建設業退職金共済制度等の加入又は退職一時金制度の導入の有
無

建退共等

法定外労働災害補
償制度企

業

の

信

頼

性

・

社

会

性
高齢者雇用の取組 ６５歳以上の者の雇用（再雇用を含み、役員を除く。）の有無

地

域

精

通

度

社

会

貢

献

度

法定外労働災害補償制度加入の有無

育児・介護休業制度、それに伴う短時間勤務制度等の就業規則等
への記載の有無

男女共同・ワークラ
イフバランス

環境配慮 ISO14001又はｴｺｱｸｼｮﾝ21の認証取得の有無

障害者雇用の取組



別表２（提出書類）

提出書類

同種工事の施工実績

□　契約書の写し（鏡及び内容のわかる部分）
　　　または
□　CORINS竣工登録が分かる書類
　　　（カルテ受領書の写し等）

工事成績評定点 　　　なし（東大和市データ）

優良表彰
□　賞状等の写し
　　　※「同種工事」であることが判断できるもの

同種工事の経験
□　CORINS竣工登録が分かる書類
　　　（カルテ受領書の写し等）

保有資格 □　資格者証の写し

企業の所在地 　　　なし（東大和市データ）

東大和市との災害協定の締結 　　　なし（東大和市データ）

建退共等 □　経営事項審査結果通知書

法定外労働災害補償制度加入 □　経営事項審査結果通知書

障害者雇用の取組 □　障害者手帳の写し及び雇用の証明

高齢者雇用の取組 □　年齢を証明できるもの及び雇用の証明

男女共同参画・ワークライフバランス □　就業規則、労働協約等の写し

社会保険等 □　経営事項審査結果通知書

環境配慮 □　認定書の写し

社

会

貢

献

度

企

業

の

信

頼

性

・

社

会

性

評価項目

企
業
の
施
工
能
力

配

置

技

術

者

の

技

術

力

地

域

精

通

度

企

業

の

技

術

力
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別 紙 

技術評価項目の詳細 

 

別表１の技術評価点の評価項目の詳細は、以下のとおりである。 

 

１ 企業の技術力 

（１）企業の施工能力 

①同種工事の施工実績 

同種工事の施工実績は、官公庁発注のもので、契約締結日が、入札

公告日から過去５年間（東大和市内に本店又は支店・営業所等を置く

者は過去７年間）のものとし、入札公告日等において工事が竣工し、

検査が完了しているものとする。 

発注しようとする工事の規模に応じ、対象となる期間を過去１０年

間まで延長することができるものとする。 

評価基準における同規模とは、予定金額の８０％に相当する金額を

指すものとする。 

なお、「同種工事」は案件ごとに定める。 

また、過去５年間とは、入札公告日の属する年度より５年度前の４

月１日から、当該公告日の前日までを指すものとする。（以下におい

て同じ。） 

 

②工事成績評定点 

入札の公告日から過去５年間に東大和市発注の同種工事（工事成績評定

通知書を受けているものに限る。）で受けた直近３件の工事成績評定点の

平均点とする。ただし、工事実績が３件に満たない場合は、それぞれ

該当する件数の平均点とし、工事実績がない場合は、評価点は０点と

する。また、契約金額が予定価格に対して１０分の１以上である契約

を対象とする。 

工事完了日が同一の案件が複数存在する場合は、工事成績評定点の

低いものを優先する。 

※平均点は、小数点以下第３位を四捨五入し、小数点以下第２位とす

る。 
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③優良表彰（国・都道府県に限る） 

優良表彰は、国・都道府県で受けたものに限る。また、過去５年間

に、受注した同種工事において、優良表彰を受けた工事が１件以上あ

ることが条件となり、契約金額が予定価格に対して２分の１以上であ

る工事を対象とする。 

 

（２）配置予定技術者の技術力 

①同種工事の経験 

配置予定技術者が、同種工事に主任（監理）技術者として従事した

経験がある場合に加点する。評価の対象となる工事は、官公庁発注の

もので、契約締結日が、過去５年間（東大和市内に本店又は支店・営

業所等を置く者は過去７年間）のものとし、入札公告日において工事

が竣工しし、検査が完了しているものとする。 

発注しようとする工事の規模に応じ、対象となる期間を過去１０年

間まで延長することができるものとする。 

 

②保有資格 

配置予定技術者が、建設業法（昭和２４年法律第１００号）に規定

する一級技術者、二級技術者及びその他の技術者とする。複数の資格

を持つ場合は、上位の資格１つについて評価する。 

 ア 一級技術者 

建設業法第１５条第２号イに該当する者 

イ 二級技術者 

建設業法第２７条第１項の規定による技術検定若しくはその他の法

令に規定する試験で当該試験に合格することによって直ちに同法第７

条２号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令の規定

による免許若しくは免状の交付で当該免許を受けることによって直ち

に同号ハに該当することとなるものを受けた者であって一級技術者以

外の者 

ウ その他技術者 

          建設業法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は同法１５条第２号ハに

該当する者で一級技術者及び二級技術者以外の者 
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２ 企業の信頼性・社会性 

（１）地域精通度 

①企業の所在地 

ア 市内に本店を有する者 

東京電子自治体共同運営サービス電子調達サービス（以下「共同運

営」という。）において、入札参加資格で本店所在地が東大和市とし

て登録されており、入札の公告日現在３年以上営業を継続している者

とする。 

イ 市内に支店・営業所等を有する者 

共同運営において、入札参加資格で支店・営業所等所在地が東大和

市として登録されており、入札の公告日現在３年以上営業を継続して

いる者。なお、契約締結の権限を有する代理人を置いていることとす

る。 

 

②災害協定の有無 

「災害時における応急対策業務に関する協定」等を東大和市と締結

している者又は団体に所属している者を対象とする。 

 

（２）社会貢献度 

①建退共等 

経営事項審査にて建設業退職金共済制度等の加入又は退職一時金制

度の導入が有と評価された場合を対象とする。 

 

②法定外労働災害補償制度 

経営事項審査にて法定外労働災害補償制度の加入が有と評価された

場合を対象とする。 

 

   ③障害者雇用の取組 

障害者の雇用の促進等に関する法律で障害者の雇用を義務付けられ

た事業者は、法定雇用を満たしている場合を対象とする。義務付けら

れていない事業者は、障害者を雇用している場合を対象とする。 
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   ④高齢者雇用の取組 

６５歳以上の者の雇用（再雇用を含み、役員は除く）の有無を対象

とする。なお、６５歳以上の者は、６５歳となってから継続して３年

以上雇用している場合を対象とする。。 

 

   ⑤男女共同・ワークライフバランス 

    育児・介護休業制度、それに伴う短時間勤務制度等の措置で、就業規

則等に記載のある場合を対象とする。 

 

   ⑥社会保険等 

経営事項審査にて雇用保険、健康保険、厚生年金保険のいずれか１

つでも加入が無と評価された場合に減点とする。（個人事業主・一人

親方等の社会保険の適用除外となる事業者は除く） 

 

⑦環境配慮 

ISO14001又はｴｺｱｸｼｮﾝ21の認証を取得している場合に加点する。 



別添図　総合評価方式手続きの流れ

5日程度

※土日祝日は除く。

価格以外の評価項目を審査し、価格入札

前までに評価を行う。

条件付一般競争入札の参加要件に加え、

総合評価方式に関する情報を掲載する。

入札参加資格要件を満たしている企業に

通知すると同時に技術評価資料の提出を

求める。

総合評価方式によること及び入札参加資

格要件等を決定する。

5日～

10日

15日～

20日

評価基準の作成・改定

学識経験者の意見聴取

東大和市競争入札参加者選定委員会

入札参加資格確認申請締め切り

入札告示

入札参加資格確認結果通知

技術評価資料提出締め切り

評価値算出

入札締め切り・開札

落札者決定

契約

施工（業務開始）


